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委員長及び委員長代理への日本郵政グループからの説明模様 

 

○西室委員長 

 それでは、保険金の請求案内等についての説明ということになっております

が、先ほどの金融庁から非常に厳しいお話がございました。内容については、

多分もうお聞き及びのことだと思いますけれども、これを全部完全に実施する

とすれば、申請の認可というのは数年掛からないと何もできないというのに等

しいお話を伺ったように思います。それにどういうふうに対応されるのかとい

うのは、これから色々なことを御相談し、それからお聞きしていかなければい

けないと思いますけれども、まずは本日の主目的のところから。 

○石井社長 

 かんぽ生命保険代表執行役社長の石井でございます。西室委員長をはじめ、

委員の先生方には日頃から御指導いただき、感謝いたしております。 

 本日は、貴重なお時間をいただきまして、保険金の請求案内等に関しますお

客様対応につきまして御説明させていただきます。 

 本件は、お客様にとって保険金の御請求をしていただきやすくする環境整備

を行っている中で、現在、御請求いただいているお客様と、過去、御請求をい

ただいたお客様の間に一部差が生じましたので、この差を過去に遡って埋めて

いくという取組みを行うものであります。 

 かんぽ生命保険の場合、年間約320万件、金額にいたしまして8,700億円の保

険金の支払審査を行っておりまして、過去を遡りますと相当膨大な件数となり

ますので、大変恐縮ですけれども、予め対応につきまして報道発表させていた

だきました。 

 私どもは、やはり保険金のお支払いというのは経営の根幹中の根幹の業務で

ありまして、これを日々精度を高めるべく努力をいたしているところでありま

して、今後とも経営といたしまして最大の取組みを行ってまいりたいと存じま

すので、是非よろしく御理解賜れればと思います。 

○南方副社長 

 資料の１ページでございますが、今回、報道発表させていただきましたのは、

請求案内という業務でございます。これは、お客様から御請求いただいた保険

金以外に請求書類の記載内容等から別の保険金がお支払いできる可能性が窺え

る場合に、お客様にその旨を丁寧に御案内をするというのが請求案内でござい

ます。 

 ただし、お支払いできる可能性が窺える場合に御案内を差し上げるというこ

とで、お支払いできないケースもあるというところが難しいところでございま
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す。 

 11月13日の報道発表におきましては、本年７月以降、当社におきましても他

社生命保険会社の取組みを参考として請求案内の範囲を拡充いたしたというこ

とをお知らせしたわけでございますが、資料には２例お示しいたしてございま

す。 

 一つ目が、死亡保険金の御請求をいただく際に受領した死亡診断書、そこか

ら死亡前の入院の可能性が窺える記載があるものについて、入院保険金の請求

案内を行う範囲を拡充した。もう一つの事例は、入院保険金を御請求いただい

た際に、病院の領収書から手術も受けているのではないかという可能性が窺え

るというケースのときに、手術保険金の請求案内を差し上げるという事例でご

ざいます。 

 こういった請求案内の拡大をしたレベルで、現在御請求をいただいているお

客様には、請求案内という形で御案内を差し上げているわけでございますが、

過去に御請求いただいたお客様に対してどうするのかということで、やはり当

社としては、過去に遡って、過去に御請求いただいたお客様に対しましても、

改めて請求案内を行うべきだろうというふうに判断をいたしたということでご

ざいます。 

 検証対象は、そこに書いてございますが、民営化以降５年間分の1,700万件、

結果的に追加支払いとなるのは約10万件、検証対象の約0.6％、約100億円とい

うふうに想定いたしております。 

 それから、スケジュール的には該当するお客様への御案内の送付は本年12月

から実施をいたしまして、本年度内を目途に行ってまいりたいということでご

ざいます。 

 この関係で１ページ飛んでいただきまして、３ページを御覧いただきたいと

思いますが、請求案内の流れを図示いたしてございまして、準備、ご案内、お

支払いの３段階に分かれてございます。本年12月からご案内を開始するという

ふうに報道発表いたしてございますが、その前の準備段階といたしましては、

ご案内を差し上げる事案を特定するとか、あるいは、当社側の態勢、コールセ

ンター等の準備を進めてきています。 

 そして、12月からは請求案内すべき事案ということを順次ご案内の書面をお

客様に送付いたしまして、併せてお一人お一人コールセンターからお電話を掛

けて、個々の事案に沿った御説明を詳しく丁寧に差し上げるというプロセスを

踏んでいきたい。 

 最後のお支払い段階でございますが、そういったプロセスを経まして、請求

の御意思が確認できたお客様につきまして請求書類を送付し、返送いただいて、

当社側で必要な審査をさせていただいて、それに該当する場合にはお支払いす
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るという流れでございます。 

 戻って、資料の２ページでございますが、請求案内の関係はアンダーライン

をしてございますが、今年の６月に生命保険各社が追加でお支払いした保険金

等の件数・金額を公表いたしています。こういったタイミングで当社としても

他社生命保険会社の取組みを参考にしながら、請求案内の範囲の拡充を７月以

降いたしたわけでございます。 

 こういった支払い関係の充実につきましては、民営化以降、そこに主な事項

を書いてございますが、公社期間中の事案の点検であるとか、事後検証システ

ムによる点検とか、諸々支払管理態勢の強化を図ってきております。代表執行

役をトップといたしまして、本部を設置して支払品質の改善を指揮する。それ

から、本社の中に支払管理部など専門組織を充実させる。あるいは、サービス

センター、フロントの方の支払査定を行う専門人材の増員・育成。あるいは、

支払いの関係のシステム開発も着手をする、様々な取り組みをこの間行ってい

るということでございます。 

 それから、民営化以降、２回金融庁の検査を受検いたしまして、日々の監督・

御指導も当局の方からいただいてございます。10月には金融庁・総務省に保険

金等支払管理態勢の報告も行ったところでございまして、今回の請求案内の拡

充、本件についても御説明をいたしているところでございます。 

 なかなか支払いの関係というのはゴールがないわけでございますが、今後と

もお客様の視点に立ちまして、支払品質の向上に努めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

 御説明は以上でございます。 

○西室委員長 

 ありがとうございます。何か。 

○米澤委員長代理 

 どうもありがとうございます。確認したいのですけれども、平成24年６月に

生命保険各社の支払い漏れ等が判明し云々という公表がありますが、かんぽ生

命保険の方は、これに遅れて調査開始したということなのでしょうか。その辺

の日時的な関係をもう一度お知らせいただければと思います。 

○南方副社長 

 これは当社も含めまして、件数・金額というのを公表いたしまして。 

○米澤委員長代理 

 同時に行ったのですか。 

○南方副社長 

 同時に行っています。請求案内業務そのものは、今も以前から行っている業

務で、その結果、支払い漏れにつながった件数・金額、この時点でのものを御
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報告も公表もいたしているということでございます。 

 ただ、このタイミングで改めて他社の請求案内の取組み等々を十分勉強させ

ていただきまして、当社の請求案内の範囲といいますか、基準といいますか、

そういったものを確定させていただいたということでございます。 

○米澤委員長代理 

 今、この直前に金融庁からの説明があって、要は少し甘目に検査していたと

いうニュアンスのことが我々の方は聞き取れたのです。ですから、そこで民間

に比べて少し甘目で発見が遅れて、そういうことがあるのか、あったのかどう

かです。 

○西室委員長 

 続けて申し上げれば、差し当たって、かんぽ生命保険について、学資保険に

ついても金融庁に言わせると、販売計画・収支計画も全く詳細ができていない。

それから、運用態勢・リスク管理態勢も不満足である、システムが完備してい

ない、支払管理態勢についても極めて疑問もあり、しかも今回のこれで発見さ

れたものの中で、学資保険に関連するものも明らかにある。したがって現状の

ままで学資保険を認可するということは極めて難しい、というお話があったの

です。 

 それで、せっかく石井社長がいらっしゃっているのですから、損害保険ジャ

パンと比べて、レベルが明らかに低いのか、それとも、それは不治の病なのか、

あるいはすぐに治せる話なのか、その辺についてお話をいただければありがた

いと思います。 

○石井社長 

 今、委員長から御質問ありました支払態勢につきましては、先生方も御案内

のとおり、明治安田生命保険の件を発端といたしまして、保険会社、生命保険、

損害保険、全社不備があって、一大経営資源を傾けまして取組んできておると

ころであります。私もこの６月まで損害保険会社、損害保険ジャパンにおりま

して、損害保険の場合ですと、やはり自動車保険の事故の件数が膨大なもので

すから、当時、損害保険ジャパンとしましても、支払いの分野に2,000名規模の

増員を行って対応したということを記憶しております。 

 ただ、かんぽ生命保険の場合は、商品のラインナップも他の生命保険と比べ

ましてもそんなに多くない。生命保険自体が損害保険に比べると商品のライン

ナップも小さいという意味で、損害保険の規模とは違うのですけれども、各社

相当の資源を投入されて対応してきた。 

 これについては、先ほど南方副社長の説明もあったのですが、やはりここま

で行ったら完璧という数字はなくて、日々実践、監査の中でも発見されますし、

当局検査の中でも新たに出てくる。こういうものについて、普遍的なものであ
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れば過去に遡って対応いたしますし、個別のものであれば、それを個別に対応

していくということで、日々支払いの品質を向上していく取組みを保険会社と

してはしていくという状況にありまして、その点からいいますと、かんぽ生命

保険の場合は、やはり公社時代のこともありましたし、頑張ってきておるので

すけれども、態勢については若干改善すべき余地が他社より多いというところ

は実はあります。ただ、私が民間の目で見ましても、今回新たな態勢をとりま

して、恒常的にしっかりできる態勢を早急にとろうということで、当局の方に

も御指導をいただきながら今進めている最中でありまして、ここまでいったら

完璧ですというところは、残念ながら申し上げられないのですけれども、日々

経営努力していく分野でありまして、各保険会社とも同様の状況にあります。 

○西室委員長 

 お願いなのですけれども、金融庁とコミュニケーションがうまくいっていな

いような印象を本日の金融庁の御説明からは受けましたので、その点、しっか

りとお互いに話し合って頂きたいと思います。私どもの方に余り詳しく御説明

いただいても金融庁ができるような検査はできませんので、私どもに御説明い

ただく余力があったら、金融庁に御説明をいただいた方がいいような気がする

のです。これが今日のお話を伺っていると、約２年は何も認可してはいけない

という話に近いのです。それでは私どもの存在意義もありませんし、金融庁も

しっかりと納得をいただきながら、やはり私どもの業務を進めていかなければ

いけないと思っておりますので、是非とも早急にその辺のところをお願いした

いと思います。 

 それで、この次どういうふうに進めるかは、早急に私どももこちらで相談を

して、それでまた御連絡申し上げたいと思いますけれども、できる限り早くま

た色々な話を伺う機会を得ておく必要があるだろうと思います。 

 本当にありがとうございました。今日は、相当金融庁から厳しい御指摘があ

りまして、何となく委員一同、私どもが叱られているような気分になったぐら

いですから。改めまして、今日の御説明の状況は分かりました。どうもありが

とうございました。 

（日本郵政グループ退室） 

 


